
１ 第２期「山口県まち・ひと・しごと創生総合戦略」

・ まち・ひと・しごと創生法第９条に基づく、山口県の「まち・ひと・しごと」の創生に関する
基本的な計画として位置づけ

・ 第１期総合戦略の基本的な枠組みを維持し、「やまぐち維新プラン」を基に、国の第２期
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案

⇒ 「やまぐち維新プラン」に掲げた施策を「まち・ひと・しごと創生」の観点で戦略化し、
実践的な取組を重点的に推進するための計画として策定

資料１

第２期「山口県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の改訂

令和５年２月１５日(水) 活力創出本部会議・デジタル推進本部会議
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位置づけ等

令和２年度（2020年度） ～ 令和６年度（2024年度）

期 間
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５年間で若者や女性８,０００人の雇用の場
を創出

目 標

令和１２年の転出者数と転入者数の均衡
に向け、令和６年までに転出超過を半減
（日本人移動者）（令和元年:▲４,４３０人）

令和６年までに合計特殊出生率を１.７（＝
本県の希望出生率）に向上
（平成３０年：１.５４）

やまぐち元気生活圏づくりに取り組む地域
数を令和６年度までに７０地域に増加
（平成３０年度：４８地域）

基本的な施策の方向、政策の基本目標



基本的考え方
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２ 「デジタル田園都市国家構想総合戦略」の策定 ※令和４年１２月２３日閣議決定

～ 第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の改訂 ～

○ テレワークの普及や地方移住への関心の高まりなど、社会情勢がこれまでとは大きく変化している中、
今こそデジタルの力を活用して地方創生を加速化・深化し、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる
社会」を目指す。

○ 東京圏への過度な一極集中の是正や多極化を図り、地方に住み働きながら、都会に匹敵する情報や
サービスを利用できるようにすることで、地方の社会課題を成長の原動力とし、地方から全国へとボトム
アップの成長につなげていく。

〇 これまでの地方創生の取組も、改善を加えながら推進していくことが重要

期 間

令和５年度（2023年度）～令和９年度（2027年度）



デジタル実装の基礎条件整備

地 方 の デ ジ タ ル 実 装 を 下 支 え
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デジタル田園都市国家構想実現会議資料（抜粋）施策の方向



地方版総合戦略の策定

地方公共団体は、総合戦略を勘案し、地域の個性や魅力を生かした地域ビジョンを再構築し、都道府県ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略（「地方版総合戦略」）を改訂するよう努め、具体的な地方活性化の取組を果
敢に推進するものとする。

主要ＫＰＩ

①地方に仕事をつくる

社会課題解決のためのスタートアップ等の取組の促進・定着・実践がみられる地域 900地域 【2027年度】

②人の流れをつくる

地方と東京圏との転入・転出を均衡 【2027年度】 、 東京圏から地方への移住者 年間１万人【2027年度】

③結婚・出産・子育ての希望をかなえる

結婚希望実績指標 80％ 【2025年】 、 夫婦子供数予定実績指標 95％（若い世代：80％） 【2025年】

④魅力的な地域をつくる

１人１台端末を授業でほぼ毎日活用している学校の割合 100％ 【2025年度】
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３ 改訂の考え方・スケジュール

○ 第２期総合戦略の基本的な枠組みを維持
○ 「やまぐち未来維新プラン」を基に作成
○ 国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を勘案
○ 第２期総合戦略の検証結果を反映

［対象期間］ 令和５年度（2023年度） ～ 令和９年度（2027年度）

３月～ 第２期総合戦略の検証
６月 「素案」作成 ⇒ 【県議会に報告】

７月 パブリックコメント実施

９月 「最終案」作成 ⇒ 【県議会に報告】

１０月 改訂
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改訂の考え方

改訂スケジュール（予定）
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